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厚生労働科学研究費補助金（循環器疾患・糖尿病等生活習慣病対策総合研究事業 

（生活習慣病重症化予防のための戦略研究）） 

分担研究報告書 

 

『自治体における生活習慣病重症化予防のための受療行動促進モデルによる 

保健指導プログラムの効果検証に関する研究』 

－受療行動促進モデルによる保健指導プログラムの標準化－ 

分担研究者 横山 徹爾 国立保健医療科学院生涯健康研究部 部長 

 

研究要旨 

介入地域における保健指導の標準化および質の向上を図り、本戦略研究の精度を高めるた

めに、介入地域の保健師、事務職員並びにリーダー職員に対して、研修会を行うとともに、

各地域への個別サポートと定期的なプログラムモニタリングを実施する。参加が決定した自

治体が研究を開始するに当たって必要なデータの授受や契約に関する「合同説明会」、受療

行動促進モデルによる保健指導を一定の質で行えるようになるための「保健指導実務研修

会」、保健指導に必要な病態の理解を深めるための「病態研修会」、取組み事例等について

情報交換・共有を図り以後の保健指導の実施やプログラムの遂行に活かすための「保健指導

実務研修会Ⅱ」を開催した。また、研修会の内容を介入自治体の全ての保健指導実務者に伝

えるための伝達研修会用に、ビデオ等の教材を作成した。今後、介入サポートチームによる

個別支援やプログラムモニタリングの結果報告書等を基に、プログラム（保健指導や体制等）

の標準化および質の担保が図られているかどうか、説明が適切であったかについて評価し、

フィードバックすることにより、プログラムの標準化および質の向上を図っていく。 

 

Ａ．研究目的 

本戦略研究において保健指導プログラム

の効果を検証するためには、対象者の抽出か

ら保健指導等の予防介入を実行する方法を

明確にしたうえで、すべての介入自治体にお

いて研究計画書および手順書に記載された

内容を一定以上の高い質で実施されるよう

に標準化を図る必要がある。本分担研究では、

介入自治体における保健指導プログラムの

遂行およびデータ収集から固定までの管理、

受療行動促進モデルによる保健指導の標準

化および質の向上を図り、本研究の精度を高

めるために必要な、予防介入プログラムの標

準化手法を検討する。 

 

Ｂ．研究対象と方法 

｢自治体における生活習慣病重症化予防の

ための受療行動促進モデルによる保健指導

プログラムの効果検証」の各種手順書をもと

に、全ての介入自治体において実施される保

健指導プログラムを標準化するために、参加

自治体職員が身につける必要のある事項を

整理し、具体的な標準化の方法と内容につい

て検討し、研修会を通じて自治体職員のトレ

ーニングを行う。 

研修会の対象者は、介入地域の保健衛生業

務・国民健康保険担当課において保健指導を

実施する保健師、事務職並びにプログラム担

当のリーダー職員とする。開催方法は、参加

者の利便性を考慮して都市部等の会場に集

合して講義および演習形式で行う（以下、中

央研修会という）。また、中央研修会を受講

しなかったスタッフに対しては、中央研修会

の修了者がビデオ教材等を用いて中央研修

会と同等の内容で伝達研修会を実施すると

ともに、介入サポートチームが各自治体を個

別にサポートする。 
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Ｃ．研究結果 

【１】標準化の概要 

介入地域の保健師、事務職員並びにリーダ

ー職員に対して、研修会を行うとともに、各

地域への個別サポートと定期的なプログラ

ムモニタリングを実施し、プログラムモニタ

リングの結果報告書等を基に、プログラム

（保健指導や体制等）の標準化および質の担

保が図られているかどうか、説明が適切であ

ったかについて評価する。そして、その後の

研修会等に改善点を反映させることにより、

プログラムの標準化および質の向上を図る。 

なお、対照自治体に対する説明会は昨年度

報告書に示した通りである。 

 

【２】研修会 

どの介入自治体においても研究計画書お

よび手順書に記載された内容が均質に実施

されるように、中央研修会および伝達研修会

によって予防介入プログラムの標準化を行

った。介入自治体の一部は開始時期が異なる

が、受講した研修内容が可能な限り他の介入

自治体と同じになるように、研修会の内容を

構成した。 

介入自治体の担当者への研修会の方法と

内容を定めるにあたっては、一般目標（GIO: 

General Instructive Objectives, 研修会修

了時に期待される成果）、到達目標（SBOs: 

Specific Behavioral Objectives, 一般目標

を達成したことを示すための具体的、各論的

に観察可能な行動）を設定し、具体的な研修

項目を整理した。また、プログラム全体の遂

行スケジュールをふまえて、実施時期と回数

を設定した。 

初年度は、参加が決定した自治体が研究を

開始するに当たって必要なデータの授受や

契約に関する（１）「合同説明会」と、受療

行動促進モデルによる保健指導を一定の高

い質で行えるようになるための（２）「保健

指導実務研修会」を開催した。 

２年度目は、追加で参加が決定した自治体

に対して上記と同様の研修会を開催すると

ともに、全ての介入自治体に対して、保健指

導実務担当保健師が受療行動促進モデルに

よる保健指導を、高血圧・糖尿病・脂質異常

症・慢性腎臓病の病態に関する生理的機序を

踏まえたうえで行うことができるようにな

るための（３）「病態研修会」と、介入地域

の保健指導の取組み事例、進捗状況や保健指

導プログラム遂行に関する工夫点、問題点、

評価等について情報交換・共有を図ることで、

以後の効果的な保健指導の実施やプログラ

ムの遂行に活かすことができるようなるた

めの（４）「保健指導実務研修会Ⅱ」を開催

した。 

各研修会の概要および GIO、SBOs は以下の

通りである。 

（１）合同説明会 

事務職員・リーダー職員を対象として、保

健指導プログラムの遂行準備のために、研究

への参加開始時に行う研修会（説明会）。２

年度目は、介入開始時期の異なる自治体別に

平成 26 年 9 月 22 日および平成 27 年 3 月 6

日に開催した。 

・GIO 

介入地域における保健指導プログラムの遂

行およびデータ管理ができる。 

・SBOs 

１）研究の意義や介入地域の役割を理解し説

明することができる。 

２）保健指導プログラムの遂行およびデータ

管理(収集・回収・提出）ができる。 

（２）保健指導実務研修会 

保健指導実務担当保健師が、受療行動促進

モデルによる保健指導を一定以上の高い質

で実施できるようになるために、保健指導実

務開始前に必ず受講する研修会（中央研修会

の修了者がビデオ教材等を用いて行う伝達

研修会も含む）。２年度目は、介入開始時期

の異なる自治体別に平成 26 年 8 月 21～22 日

および平成 27 年 2 月 16～17 日に開催した。 

・GIO 

介入地域における保健指導プログラムを、

本研究で求められる標準化された質と手順
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で実施できる。 

・SBOs 

１）本戦略研究の意義、目的、成果等につい

て理解し、研究に参加する心構えを養い、

これらを他のスタッフにも伝えることが

できる。 

２）ヘルス・ビリーフ・モデルを基礎とした

受療行動促進モデルの理論的枠組みを活

用して、保健指導計画を立案することがで

きる。 

３）本戦略研究における研修やモニタリング

の仕組み及び介入内容の標準化について

理解したうえで、保健指導の質の向上に取

り組むことが出来る。 

４）健診結果が示している身体状態を適切に

理解し、健診結果経年表・構造図を活用し

た保健指導を実施することができる。 

５）管理台帳を活用し、すべての対象者を継

続的に効率的に支援できる。 

（３）病態研修会 

保健指導実務担当保健師が、受療行動促進

モデルによる保健指導を、高血圧・糖尿病・

脂質異常症・慢性腎臓病の病態に関する生理

的機序を踏まえたうえで行うことができる

ようになるための研修会（中央研修会の修了

者がビデオ教材等を用いて行う伝達研修会

も含む）。平成 26 年 5 月 10～11 日に開催し

た。 

・GIO 

受療行動促進モデルによる保健指導を、高

血圧・糖尿病・脂質異常症・慢性腎臓病の病

態に関する生理的機序を踏まえたうえで行

うことで、生活習慣病重症化予防が効果的に

実施できるようになる。 

・SBOs 

１）健診結果から、対象者の身体の代謝機序、

血管障害状況を整理でき、受療行動促進モ

デルにそった保健指導計画が立案できる。 

２）健診結果から、対象者が生活習慣病の病

態、特に代謝異常や血管への障害を理解す

るように保健指導を展開できる。 

（４）保健指導実務研修会Ⅱ 

各介入地域における保健指導プログラム

の遂行状況・モニタリング結果を踏まえて、

課題の明確化と改善を図り、保健指導の質の

向上を図るための研修会（中央研修会の修了

者がビデオ教材等を用いて行う伝達研修会

も含む）。平成 27 年 1 月 15～16 日に開催し

た。 

・GIO 

介入地域における介入の標準化（手順書に

基づいた保健指導プログラムの遂行、及び受

療行動促進モデルに基づく保健指導の標準

化）を図る。 

・SBOs 

１）保健指導の質の向上を図るうえでの課題

や、保健指導プログラムを継続する上での

課題の解決方法について考え取り組むこ

とができる。 

２）介入地域の保健指導の取組み(好事例・

困難事例等)を参考にし、保健指導に活か

すことができる 

３）保健指導の進捗状況や保健指導プログラ

ム遂行に関する工夫点、問題点、評価等に

ついて情報交換・共有を図ることで、効果

的な保健指導に活かすことができる。 

４）以後のプログラム遂行・データ管理に活

かすことができる。 

 

【３】個別サポート 

介入自治体において、保健指導プログラム

を一定の質で確実に遂行できるように、介入

サポートチームが伝達研修会のサポートや

保健指導プログラムの実施支援等を行う。 

 

【４】プログラムモニタリング 

介入自治体について、保健指導プログラム

の標準化が達成しているかを確認するため、

プログラムのモニタリングを実施する。プロ

グラムモニタリングチームにより保健指導

記録の帳票等の確認を行うことにより、モニ

タリングを実施する。詳細は、別途定めるモ

ニタリング手順書に基づき、モニタリングを

実施する。また、モニタリング結果は、個別
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および保健指導実務研修会Ⅱ等を通じて介

入自治体全体にフィードバックし、プログラ

ムの質の維持向上に役立てる。 

 

【５】標準化の評価 

 研修会参加中・終了時の課題、プログラム

モニタリングチームによるモニタリングの

結果およびその他資料（モニタリング結果報

告書、保健指導記録のコピー等）を基に、保

健指導の標準化および質の向上が図られて

いるかどうか、研修会の内容が適切であった

かについて評価する。評価結果を、研修会に

おける介入地域へのフィードバック、次年度

の研修会に反映させることにより、さらなる

標準化を図る。 

 

Ｄ．考察 

 本戦略研究では、多数の地域において予防

介入プログラムを実施するため、介入プログ

ラムの実行状況の管理（標準化）を適切に行

う必要がある。その介入内容は薬物等の臨床

試験で特定の疾患患者に定められた量を投

与する場合とは異なり、対象者の検査値のみ

ならず生活状況等の背景をもふまえた保健

指導およびそのための体制整備等の多岐に

渡るため、保健指導実務者の研修会には十分

な回数と時間を割く必要がある。 

 ２年度目の研修会では、初年度の研修会に

加えて、保健指導に必要な病態の理解を深め

ることと、保健指導の取組み事例等について

情報交換・共有を図ることで以後の効果的な

保健指導の実施やプログラムの遂行に活か

せるように、「病態研修会」と「保健指導実

務研修会Ⅱ」を新たに実施し、また、必要に

応じて介入サポートチームの構成員が各市

を訪問して実施を支援した。２年度目から新

たに介入を開始した自治体に対しても、先行

して開始した自治体に対して実施した研修

会と同等の質となるように研修会プログラ

ムを構成した。 

次年度以降も介入地域での取り組み事例

や工夫に関するノウハウが蓄積されていく

ので、「保健指導実務研修会Ⅱ」等を開催し、

研究遂行に求められる標準的な知識と技術、

ノウハウを身につけるとともに、プログラム

モニタリングによって実行状況を把握・評価

しながら、個別サポートや研修等でのフィー

ドバックを通して改善を促していくことに

より、どの参加自治体においても一定の高い

水準の介入プログラムが遂行されるように

なると考える。 

 

Ｅ．結論 

介入地域における保健指導の標準化およ

び質の向上を図り、本研究の精度を高めるた

めに、介入地域の保健師、事務職員並びにリ

ーダー職員に対して、研修会を実施した。参

加が決定した自治体が研究を開始するに当

たって必要なデータの授受や契約に関する

「合同説明会」、受療行動促進モデルによる

保健指導を一定の質で行えるようになるた

めの「保健指導実務研修会」、保健指導に必

要な病態の理解を深めるための「病態研修

会」、取組み事例等について情報交換・共有

を図り以後の保健指導の実施やプログラム

の遂行に活かすための「保健指導実務研修会

Ⅱ」を開催した。今後、介入サポートチーム

による個別支援やプログラムモニタリング

の結果報告書等を基に、プログラム（保健指

導や体制等）の標準化および質の担保が図ら

れているかどうか、説明が適切であったかに

ついて評価し、フィードバックすることによ

り、プログラムの標準化および質の向上を図

っていく。 

 

Ｆ．健康危険情報 

 該当なし 

 

Ｇ．研究発表 

１．論文発表 

 該当なし 

 

２．学会発表 

 該当なし 
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Ｈ．知的財産権の出願・登録状況 

 該当なし 

 

Ｉ．研究協力者 

杉田由加里 千葉大学大学院看護学研究科 

      准教授 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


